
i n f o r m a t i o n

②
第
18
回
（
平
成
23
年
度・平
成
24
年
度
）

新
収
蔵
品
展

平
成
23
・
24
年
度
（
平
成
23
年
４
月
１
日

〜
平
成
25
年
３
月
31
日
）
に
寄
贈
、
収
集
、

寄
託
等
で
受
け
入
れ
た
資
料
を
一
般
公
開
し

ま
す
。
こ
れ
ら
の
資
料
の
多
く
は
、
市
内
外

の
方
々
か
ら
の
ご
好
意
、
ご
協
力
、
ご
理
解

に
よ
っ
て
寄
贈
さ
れ
た
資
料
で
す
。
ご
寄
贈

い
た
だ
い
た
方
々
へ
の
お
礼
と
共
に
、
資
料

文
化
課 

☎
９
７
３
―
４
４
０
０

①
県
民
ク
ラ
ッ
シ
ク
コ
ン
サ
ー
ト
開
催
!!

今
年
も
平
成
25
年
度
沖
縄
県
文
化
芸
術
地

域
振
興
支
援
事
業
と
し
て
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音

楽
の
普
及
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
県
民
ク

ラ
シ
ッ
ク
コ
ン
サ
ー
ト
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

大お
お

友と
も

直な
お

人と

氏　

指
揮
で
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の

運
命
を
メ
イ
ン
に
、
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー「
白

鳥
の
湖
」
な
ど
を
演
奏
し
ま
す
。
う
る
ま
少

年
少
女
合
唱
団
も
出
演
！
多
く
の
市
民
の
お

越
し
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

【
と
き
】
２
月
３
日（
月
）

午
後
６
時
30
分
開
場　

午
後
７
時
開
演

【
と
こ
ろ
】
う
る
ま
市
石
川
会
館

【
主
催
】
沖
縄
県

【
入
場
料
】
無
料
（
入
場
整
理
券
が
必
要
と
な

り
ま
す
。）

【
入
場
整
理
券
配
布
場
所
】　

・
う
る
ま
市
民
芸
術
劇
場　

・
石
川
会
館

・
き
む
た
か
ホ
ー
ル

【
出
演
】琉
球
交
響
楽
団（
指
揮
者　
大お

お

友と
も

直な
お

人と

）

う
る
ま
少
年
少
女
合
唱
団

ソ
プ
ラ
ノ　

知ち

念ね
ん

利り

津つ

子こ

都
市
計
画
課 

☎
９
６
５
―
５
６
２
０

②
都
市
計
画（
案
）縦
覧
及
び
意
見
募
集

次
の
都
市
計
画
（
案
）
に
つ
い
て
、
住
民

及
び
利
害
関
係
人
に
周
知
し
そ
の
意
見
を
反

映
さ
せ
る
た
め
、
変
更
す
る
理
由
を
添
え
て

公
衆
の
縦
覧(
じ
ゅ
う
ら
ん)

に
供
す
る
と
と

も
に
意
見
を
募
集
い
た
し
ま
す
。

・
公
共
下
水
道
に
つ
い
て

・
勝
連
地
域
に
お
け
る
特
定
用
途
制
限
地
域

に
つ
い
て

※
各
都
市
計
画
（
案
）
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

都
市
計
画
課
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
縦
覧
期
間
】２
月
7
日（
金
）〜
21
日（
金
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

※
土
曜
、
日
曜
、
祝
日
を
除
く

【
縦
覧
場
所
】
う
る
ま
市
役
所
都
市
計
画
課

（
う
る
ま
市
石
川
石
崎
一
丁
目
１
番
）

【
対
象
】住
民
及
び
利
害
関
係
人

を
一
般
に
広
く
公
開
す
る
た
め
「
新
収
蔵
品

展
」
を
開
催
し
ま
す
。
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
お

越
し
く
だ
さ
い
。

【
と
き
】
２
月
４
日（
火
）〜
23
日（
日
）

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

（
最
終
入
館
４
時
30
分
ま
で
）　　
　
　
　
　

《
休
館
日
：
月
曜
日
、
公
休
日
の
翌
日
》

※
公
休
日
は
開
館
し
て
い
ま
す
。

【
と
こ
ろ
】
石
川
歴
史
民
俗
資
料
館

【
お
問
い
合
わ
せ
】
石
川
歴
史
民
俗
資
料
館

☎
９
６
５
ー
３
８
６
６

都市計画（案）について、市民の皆様の意見を聴取するため、そ都市計画（案）について、市民の皆様の意見を聴取するため、そ
れぞれ次のとおり説明会を開催します。れぞれ次のとおり説明会を開催します。
※各都市計画（案）の詳細については、都市計画課または市ホーム※各都市計画（案）の詳細については、都市計画課または市ホーム
ページでご確認ください。ページでご確認ください。
※市民及びうるま市に所在する法人等が参加対象です。※市民及びうるま市に所在する法人等が参加対象です。

公共下水道について
本市の中心市街地の下水道
整備がほぼ完了しました。周辺部
へ整備拡大するため排水区域を
追加します。
石川地区、具志川地区、与勝地

区それぞれで説明会を開催します。
・石川地区
【と　き】2月3日（月）午後7時～
【ところ】石川保健相談センター

1階保健相談室兼研修室
・具志川地区
【と　き】2月4日（火）午後7時～
【ところ】うるみん３階視聴覚室A
・与勝地区
【と　き】2月5日（水）午後7時～
【ところ】シビックセンター2F研修室

勝連地域における特定用途制限
地域指定について

勝連地域の用途未指定地域
において、良好な環境の形成又
は保持のため、制限する特定の
建築物等の用途を定めます。
※平成25年9月17日に公告した
内容に修正があるため、改めて
説明会を開催し、意見を聴取し
ます。

【と　き】2月5日（水）午後８時～
【ところ】シビックセンター2F研修室

【お問い合わせ】

都市計画課 ☎９６５-５６２０

資
産
税
課 

☎
９
７
３
―
５
３
９
４

償
却
資
産
（
固
定
資
産
税
）
の
申
告
は

お
済
で
す
か
？

会
社
や
個
人
で
事
業
の
た
め
に
所
有
し
て

い
る
償
却
資
産
（
構
築
物
、
機
械
装
置
、
工
具

備
品
等
）
を
毎
年
１
月
１
日
現
在
う
る
ま
市

内
に
所
有
し
て
い
る
方
は
申
告
が
必
要
で
す
。

【
受
付
期
間
】１
月
６
日（
月
）〜
１
月
31
日（
金
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

（
正
午
〜
午
後
1
時
の
間
は
除
く
）

【
受
付
場
所
】
本
庁
２
階　

資
産
税
課

※
申
告
用
紙
に
つ
い
て
は
12
月
中
に
送
付
し

て
い
ま
す
が
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
の
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
能
で
す
。

う
る
ま
市
役
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
↓
各
課
の

案
内
↓
総
務
部
資
産
税
課
↓
償
却
資
産

（
固
定
資
産
税
）
の
申
告
に
つ
い
て

※
電
子
申
告
に
よ
る
受
け
付
け
を
開
始
し
ま

し
た
。ご
利
用
に
関
し
て
は
、eLTA

X

ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.eltax.jp

）
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

尚
、
最
終
日
は
大
変
な
混
雑
が
予
想
さ
れ

ま
す
の
で
、早
め
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。
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